
〈従来型機器を使用する際の注意点〉

　　緊急通報システム（従来型機器）

・非常ボタンまたはペンダントを押すと、通報を受けた厚岸消防署が協力員に
　訪問要請します。（利用者と通話不可能の場合や、協力員に連絡が付かない
　場合は消防署職員が利用者宅へ向かいます。）

・通報が厚岸消防署に送られると直接会話が可能ですが、機器の音量が小さく
　聞こえにくいため、通話での意思疎通は難しいという現状です。

・機器の使用効果は室内限定です。（屋外は不可）


